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午後３時 30 分開会  

○若年支援課長 本日の傍聴人等をご案内いたします。本日でございますが、報道はゼロとなっ

ております。傍聴人は 15 人となっております。それでは傍聴人をご案内いたします。  

(傍聴人入室）  

○若年支援課長 それでは審議会を始めさせていただきます。現在ご出席いただいております委

員の方は 16 名で、条例第 24 条第１項に定めます審議会の開催に必要な定足数に達しており

ますことをご報告申し上げます。それでは会長、議事進行をお願いいたします。  

○会長 それではただ今から「第 725 回東京都青少年健全育成審議会」を開催いたします。お手

元の議事次第に従いまして、議事進行を行ってまいります。  

議事の２、「条例に基づく事務の施行経過」について、事務局から説明をお願いいたします。  

○若年支援課長 はい。条例に基づく事務の施行経過等について、ご説明申し上げます。「次第」

と書かれております資料の表紙をおめくりいただき、１ページをご覧ください。前回の審議会

以降４月 12 日から６月 13 日までに実施いたしました本審議会事務局の動きをまとめたもの

でございます。  

前回審議会のご意見をふまえまして、不健全図書類の指定につきましては２誌を指定図書類

とすることを決定いたしました。  

４月 15 日にプレス発表、店舗及び関係団体等への周知を行い、４月 16 日に告示をいたしま

した。また、青少年やその保護者等を対象に、「ファミリ e ルール講座」を合計 177 回開催い

たしました。また、本日の審議会に先立ちまして、６月９日に出版業界自主規制団体との打合

せ会を実施いたしまして、本日諮問いたします図書類に関するご意見をいただいております。

意見聴取の内容は「自主規制団体からの聴き取り結果」として取りまとめたものを、調査・審

議事項の資料に添付しております。  

２ページ、３ページには、過去１年間の不健全図書類の指定実績を、また４ページには過去

１年間の優良映画の推奨実績を載せてございます。  

不健全図書につきましては、過去１年間以内に不健全指定を６回受けた場合、事業者に対し

勧告をする制度がございますが、累回指定による勧告の対象となりました事業者は今月もござ

いません。  

５ページ、６ページにかけましては、都が委嘱しております東京都青少年健全育成協力員の

４月、５月の活動状況を載せてございます。  
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  ５月までに委嘱しております協力員は 751 名となっております。４月の活動者数は 29 名、

調査店舗数は 192 店舗でございました。５月の活動者数は 40 名、調査店舗数は 205 店舗で

ございました。確認する図書類でございますが、不健全図書と指定した図書類である「不健

全指定図書類」、「成人向け」などの成人マーク付きの図書類である「表示図書類」、青い半透

明のシールで止めることで青少年が容易に閲覧できない措置がなされた、小口シール止め誌

である「類似図書類」の３種類となります。  

これらの図書類について協力員の調査結果を、それぞれの表に示しております。  

まず、４月、５月ともに不健全指定図書類及び表示図書類、類似図書類を不適切に販売してい

る店舗はございませんでした。  

次に青少年への販売等を制限する制限掲示がなかった店舗が４月に１店舗ございました。  

なお、不健全指定図書類に関する通報等に基づく立入調査は４月、５月ともにございません

でした。  

続きまして７ページからは、都の職員による独自の立入調査等の実施状況を記載してござい

ます。７ページには４月分、８ページには５月分の実施状況をそれぞれ記載しております。  

１番目の表、書店等への立入調査ですが、  ４月に指定図書類の取り扱い不適切が１店舗あ

りましたが、表示図書類及び類似図書類につきましては、４月、５月とも問題のある店舗はご

ざいませんでした。  

２番目の表、映像ソフト・ゲームソフト専門店等への立入調査では、 ゲームソフト専門店に

おいて、表示ソフトの取り扱い不適切が４月に２店舗、５月に１店舗ございました。  

３番目の表、カラオケボックス、まんが喫茶等への実態調査は、４月、５月は実施してござ

いません。  

４番目の表、古物商への立入調査では４月、５月ともに問題のある店舗はございませんでし

た。  

いずれの月におきましても、問題があった店舗に対しましてはその場での是正措置を含め、

条例を順守するよう指導いたしております。  

９ページ、10 ページには、雑誌・ビデオ類等に関する自動販売機の届出等について４月、

５月の施行状況を掲載してございますが、３月と変動はございません。また、自動販売機立

入調査については、４月、５月は実施してございません。  

11 ページでございますが、東京都青少年健全育成協力員による活動状況の令和２年度の累
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計、また 12 ページには、立入調査等の実施状況の令和２年度の累計、13 ページには、自動販

売機届出状況等の令和２年度の累計をそれぞれ載せてございます。  

事務の施行経過につきましては以上でございます。  

○会長 はい。説明ありがとうございました。４月分と５月分のご報告とそれから令和２年度分

の報告ということで資料が付いてございます。皆さん見慣れた資料であると思いますけれど、

何かご質問等がございましたらお願いいたします。  

それでは私から１つだけ、４月、５月カラオケボックス等の立入調査を実施しなかったとい

う報告がございましたが、今のコロナ対策を考えながらのお考えだったんでしょうか。  

○若年支援課長 そうですね。カラオケボックス等につきましては、緊急事態宣言期間などにお

いて、休業等している店舗も多いということもございまして、４月、５月につきましては、調

査を実施しなかったところでございますが、宣言解除後におきましては前年度と同様の規模の

立入調査ができるよう努めていきたいと考えております。以上でございます。  

○会長 はい。ありがとうございました。皆さんの中でご質問ございますでしょうか。  

よろしいでしょうか。それではご質問等がございませんので、調査・審議事項に移りたいと

思います。  

本日は、不健全図書類の指定についての諮問でございます。よろしくお願いいたします。  

調査・審議事項は非公開となりますので、各委員、事務局職員以外の方はこの段階でご退出

をお願いいたします。  

（傍聴人退室）  

○会長 では再開いたします。本日の諮問事項につきまして事務局から説明をお願いいたします。 

○若年支援課長 はい。それでは本日の諮問事項についてご説明申し上げます。お手元の資料の

うち「調査・審議事項」と記載されております資料に沿ってご説明いたします。  

本日は計２誌の不健全図書類の指定についての諮問でございます。  

資料の表紙をおめくりいただきまして、１ページをご覧いただきたいと存じます。諮問第

1153 号でございます。  

２ページをご覧ください。「諮問図書類及び指定基準該当箇所一覧」でございます。こちら

に記載されている図書類は、令和３年４月１日から令和３年５月 28 日までの間に、都内のコ

ンビニ・書店等で、青少年が容易に手に取り閲覧できる場所に陳列されているものから購入し

た計 198 誌のうちから、８ページ、９ページに記載しております条例施行規則第 15 条の指定
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基準に基づきまして、指定図書類の候補として選定したものでございます。  

番号１が「BAMBOO COMICS REIJIN uno!『クソアンチ♥ラブデストロイ』」、令和３

年４月 21 日に株式会社竹書房より発行されております。過去１年間の指定は２回となってお

ります。  

番号２が「ミケプラスコミックス『こんなことするとは聞いてない！』」令和３年６月７日

に道玄坂書房より発行されております。過去１年間の指定は１回となっております。  

該当箇所につきましては、いずれも全編大部分でございます。指定基準でございますが、い

ずれも施行規則第 15 条第１項第１号イ・ロ、著しく性的感情を刺激し、青少年の健全な成長

を阻害するおそれがあるもの、でございます。  

購入場所はいずれも書店でございます。  

本審議会の諮問に先立ちまして、６月９日に自主規制団体から意見を聴取しております。当

日は 17 名の方が出席され、聞き取った内容を３ページ、４ページに取りまとめてございます。  

まず３ページをご覧ください。   

番号１「BAMBOO COMICS REIJIN uno!『クソアンチ♥ラブデストロイ』」でございま

す。  

自主規制団体のご意見といたしましては「指定やむなし」の意見が 14 名となっております。

その主な内容でございますが、「全体的に性器の修整がやや甘く、特に局部のアップシーンが

目立つ。後半にかけて、体液描写が多く、器具の使用もあり、卑わい感を強く煽っていること

から、成人向き作品と考える。指定該当。」などでございます。  

「指定非該当」の方は２名で、その主な内容は、「性器の修整はされているものの、性交シー

ンが多く、体液や擬音描写も多い。ただ、各編登場人物の絵柄やキャラクターの割にあまり暴

力的なシーンもなく、強制的な印象も感じられない。総合的に判断して指定非該当。」などで

ございます。なお保留の方が１名おられました。  

４ページをご覧いただきたいと存じます。  

番号２「ミケプラスコミックス『こんなことするとは聞いてない！』」です。  

自主規制団体のご意見としましては「指定やむなし」の意見が 14 名となっております。そ

の主な内容は、「漫画のモデルの仕事が拘束しての強姦シーンと器具の使用、携帯での撮影。

一方的なセックスの強要で人格否定につながる描写である。性器の形状がはっきり分かり修整

はされていない。性描写は少なめであるが総合的に判断し指定該当。」などでございます。  
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指定非該当の方は２名で、その主な内容は、「性器の修整が甘いものの絵柄が淡白なことも

あり卑わいさが少ない。冒頭の拘束や性交類似行為の描写が人格否定にあたるかどうかについ

ては、条例第８条第１号の青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるとまでは認められない。

指定非該当。」などでございます。なお、保留の方が１名おられました。  

説明は以上でございます。  

○会長 はい。ありがとうございました。ただ今の事務局からの説明についてご質問はございま

すか。  

では特によろしければ調査に入っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（図書審査）  

○会長 それでは皆さま図書をご覧いただけたようですので、各委員からご意見を伺ってまいり   

ます。まず新内委員お願いいたします。  

○新内委員 ２誌とも指定該当でお願いしたいと思います。１誌目のほうは、性的描写の数も多

く、卑わいな感じを与えると思いました。２誌目のほうは性器の消しも甘くて、そういう描写

については卑わいな感じを同様に与えると考えました。以上です。  

○会長 ありがとうございます。次にＨ委員お願いいたします。  

○Ｈ委員 はい。私も２冊とも指定該当でお願いいたしたいと思います。まず１冊目のほうです

が、非常に性描写の数も多くて露骨です。これは青少年が読むのにはもう全くふさわしくない

と思います。２冊目のほうはそれに比べたらかなりソフトなタッチで、露骨な感じもちょっと

は控えめですが、やはり青少年が読むとなりますと、総合的に判断してこれはいかがな内容か

と思います。指定該当でお願いいたしたいと思います。以上です。  

○会長 はい。ありがとうございました。次にＧ委員お願いいたします。  

○Ｇ委員 はい。１誌目はですね、身体拘束しての性描写があるということ、それと性器の修整

はされていますけども、どういうものか、何が行われているかというのは大変分かりやすくな

っている。あと擬音、体液の描写が大変激しく書かれているということで指定該当でお願いし

ます。２誌目はですね、性器の修整がなされているとはとても言えないような修整でございま

すので、こちらも指定該当でお願いいたします。  

○会長 はい。ありがとうございました。次に加藤英典委員お願いいたします。  

○加藤（英）委員 はい。２誌とも指定該当でお願いしたいと思います。番号１のほうにつきま

しては、全体的に性器の修整が甘いということと、それから体液描写が多い、器具の使用もあ
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るということで、卑わい感が強く感じられるということで、指定該当でお願いしたいと思いま

す。それから番号２はこちらのほうも、人格否定につながるような強要という場面があるとい

うことと、それからやはり性器の消しが甘いということもありますので、こちらについても指

定該当でお願いします。以上です。  

○会長 はい。ありがとうございました。次に亀田委員お願いいたします。  

○亀田委員 はい。私も２作とも指定該当でお願いいたします。程度の差こそありますけれども、

両方とも施行規則の第 15 条第１項第１号イ・ロ両方にあたるのではないかと思いますので、

２作とも指定該当でお願いいたします。  

○会長 はい。ありがとうございました。次にＦ委員お願いいたします。  

○Ｆ委員 はい。２誌とも指定該当でお願いいたします。性描写の頻度、そして性器の消しの甘

さが問題だと思っております。以上です。  

○会長 はい。ありがとうございました。次にＣ委員お願いいたします。  

○Ｃ委員 はい。２誌とも指定該当でお願いいたします。まず１誌目は性描写の場面が多くて卑

わい感がとても強いということです。それと２誌目のほうは性器の修整が非常に甘くて、器具

の使用、拘束しての強姦という、人格否定にもつながるという理由から２誌とも指定該当でお

願いいたします。  

○会長 はい。ありがとうございました。次にＢ委員お願いいたします。  

○Ｂ委員 はい。自主規制団体との打合せ会で指定該当が非該当よりも圧倒的に多い２冊ですけ

れども、私も人格否定とかセックス時における強制、道具での縛りとか、性器そのものの消しの

甘さとかが問題だと思います。  

一方で、BL は、女性の読者を想定して主に女性の作者が、男性同士の愛とセックスを描くと

いうのがパターンで、これが市場を形成しているんですけども、こういう市場が今、日本だけで

はなくて韓国語に翻訳されたり、台湾に出ていってたりして、約二百数十億円の市場規模になっ

ています。この２誌の描写そのものは東京都の条例等の規程に該当しますので、私も成人向けと

いうことで指定該当やむなしとは思います。ただ皆さんに知っておいていただきたいのは、作者

も編集者も多くが女性で、読者も女性の 20 代 30 代が中心です。その BL 作品のほとんどは、ソ

フトなものだということをちょっと頭の中に入れておいていただければと思います。  

○会長 はい。ありがとうございました。次に髙島委員お願いします。  

○髙島委員 はい。２誌とも指定該当でお願いしたいと思います。１誌目の理由ですが、拘束し
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て同意のないままの性行為は人格否定につながりますし、性器の修整も甘いところがあるから

です。２誌目ですけれども、こちらはですね。お金に困っている人の弱みに付け込んで、仕事

のあっせんというかたちで拘束しての強姦や、そして撮影というのは、やはり人格否定につな

がるおそれがあると考えました。以上でございます。  

○会長 はい。ありがとうございました。次に横山委員お願いします。  

○横山委員 はい。結論としては２冊とも指定該当でお願いしたいと思います。１冊目は拘束を

して、しかも器具を利用して性的な描写が大変多いというところです。それから２冊目につい

ては性器の修整というよりは、線が余計に強調されて、部位を強調して見えますし、卑わいさ

を感じるという点で２冊とも指定該当でお願いしたいと思います。以上です。  

○会長 はい。ありがとうございました。次にＡ委員よろしくお願いします。  

○Ａ委員 はい。２誌とも指定該当でお願いいたします。１誌目は性描写も多くて卑わい感が非

常に強いということと、２誌目は性器の修整も甘く、やはりその性器の修整の甘さがより卑わ

い感を募っているということで、指定該当でお願いいたします。以上です。  

○会長 ありがとうございました。次にＩ委員お願いいたします。  

○Ｉ委員 はい。２誌とも指定該当と思います。以上です。  

○会長 はい。ありがとうございました。次にＤ委員お願いいたします。  

○Ｄ委員 はい。指定該当、区分陳列でよいかと思います。１冊目は暴力的な描写が非常に多く、

これが区分陳列されていないこと自体があり得ないなという印象でございます。以上でござい

ます。  

○会長 はい。ありがとうございました。次にＥ委員お願いいたします。  

○Ｅ委員 はい。私も２誌とも指定該当だと思っております。１冊目は内容的にも非常に器具の

使用とか、性器の修整が甘い部分とかやっぱり青少年の健全な育成にとってはふさわしくない

と感じます。２誌目については３万円で誘って、縛って、写真を撮ったり、そういうことをし

て、でもその人が３万円をもらったらまた３万円をもらうためかどうか分からないですが、そ

こに行ってしまうというそういう内容自体もちょっと問題があるのかなと思いました。以上で

す。  

○会長 はい。ありがとうございました。では会長代理お願いします。  

○会長代理 はい。２誌とも指定該当でお願いします。１誌目は性的行為、露骨な描写が卑わい

感を与えています。それから２誌目は性器の描写が非常に卑わいで、問題があるということで
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指定該当でお願いします。  

○会長 ありがとうございました。それでは最後に私ですが、２冊とも区分陳列、指定該当でお

願いしたいと思います。青少年が読むにふさわしい内容ではないと思います。１誌目はお話が

ありましたように、性描写も激しいし、拘束等の強制的なシーンもあります。また２誌目につ

いては修整が甘いのに加え、人格否定的な筋書きが見られると思いました。以上です。  

それでは、全員一致して２誌とも指定ということで答申をまとめたいと思います。よろしい

でしょうか。  

（「はい」の声あり）  

はい。ありがとうございました。  

それでは事務局から、ほかに連絡事項がありましたらお願いします。  

○若年支援課長 はい。事務局からでございます。都民の申出につきましては今月はございませ

んでした。  

次に、次回の審議会ですけれども、諮問予定の映画がございます。作品名は『沈黙のレジス

タンス～ユダヤ孤児を救った芸術家～』。申請者は株式会社キノフィルムズでございます。試

写会は、６月 25 日金曜日午後３時から。場所は港区六本木にありますキノフィルムズ試写室

で行う予定でございます。  

試写会を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、DVD やオン

ラインでの視聴も対応可能でございます。事務局からは以上となります。  

○会長 それでは、調査・審議事項全般それから今の諮問映画のことも含め、何かご質問があり

ましたらお願いいたします。  

ご質問はないでしょうか。  

それでは以上で調査・審議事項は終了といたします。傍聴人の方が再入室するため、図書名

が分かる資料はしまっていただきますようお願いいたします。  

(傍聴人入室）  

○会長 それでは議事を再開いたします。事務局から説明をお願いいたします。  

○若年支援課長 はい。まず本日の審議でございますが、不健全図書２誌について諮問を行いま

して、２誌を東京都青少年の健全な育成に関する条例第８条第１項に該当する、不健全な図書

類として指定することが適当であるという答申となりました。  

告示予定日は令和３年６月 18 日金曜日、プレス発表は告示日前日の令和３年６月 17 日木
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曜日となります。告示日若しくは告示日の前日まで、不健全図書類の名称等の公開をお控えい

ただきますよう、重ねてお願い申し上げます。  

最後に次回の審議会についてご案内いたします。令和３年７月 12 日月曜日の 15 時 30 分か

ら、場所は今回と同じこの会場を予定しております。説明は以上です。  

○会長 それでは本日の審議会はこれで終了とさせていただきます。どうも皆さんありがとうご

ざいました。  

午後４時 20 分閉会  


